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イ ギ リ ス 国 民 保 険 制 度 の 形 成 M 程 （そ の 1 )

-社会事業と社会政策ー

飯 田 鼎

( 1 ) い わ ゆ る 「国民的最低服J (national minimum) の理論形成とその會景

( 2 ) 社会事寒から社会政策へ

( 3 ) 失業問題の認識と失業轉策の展開  :

( 1 )

厂国民的最低限J の思想形成の後 Iこは，i g 世紀後半,とりわけ1 8 6 0年以後，次第r たかまって 

きたヨ ー ロッ パ諸園を中心とする国民国家の形成と民族独立運動および民族自決の動向, たとえば, 
アメリ力南北戦#■とその後の® 民的統ポーランドのシアの支配からの独立のための闘い，イ

タリアにおける民族運動の勃興とオーストリ'アの支配にたいする抵抗，クリミア戦争にみられるト’
. *

ルコ民族の苦悩，プロシア，フランズ戦争後のドイツ帝国の創立などのように，世界史的には民主，f (1) .
民族主義運動のかつてない規模やの展開があ力たことが考えられる。 これは一方において，ナシ\^• . , .
ナリズムにもとづく国民国家の獵調がみられる反面，資本主義が各I Iの行政的圏域を超えて，世界

ま（1 ) 松下圭- - 氏は，その間題提起的な論文「シビル . ミニャムの思想J :において，笑-濃部束京都知事が，196S年，69平度 

のキ算編成15̂ あ>たっ.て発表された東京都中期計画J を評価され, ，その本質が rシピル，. ミニマムJ にあろことを主張 

しておられる。 これは， 「いわば治以米の官僚巾<•、の国家理性，そしてとくに高度成長の今日的推進力となっている 

企業理性にたいして，市民理性を提起しているJ という論理を展0r1しておられる（松下圭シ •■シビル . ミニマムの思想J, 
3K京大学出版会, 1971年，272頁以下)，

松下氏は，このcivil minimumとnational minimumとを，ほほ!同義語として把握されている力;，筆者は，national 
mininiunrがS 底的なものとして存在しその上に，.civil minimurtiの原理が確立されるのだと思う。' その意味で，

1む6 0 年代のヨー.ロ’ 'ッパ，とべにイギリスの場合， きわめて興味深いものがある。.national minimmvTめもっとも道要' 
な部分は，政治的権利でもる。 1867年の第2 次選教ぶ̂改正は，都市の世帯主に限定b たとはいえ，政治上,平等の権 

禾Ijの保隙を原迪的に跟認したものであり，それにつづく1 8 n ギの労働組合法の制定は, r主従法J (Master and Servant 
A c t )の撤鹿により，労働墓本権の確立の歴史に第- ^ を印したもりであった（この点については，片岡#  ••英国労働法 

理論史J , 有 建 肌 1956年を参照) 4 片岡巧は，つぎのように■いう， 「19世紀？0 年代は, I3J精権‘争議権の発展のうえ 

的な時期であった。それは,※ 働者の団結及び争議行為が， •'タ働のぼI山J に制約を与•え，ホ民法riij原 に立つ 

普通法の立場からすれば, 当然に逸汰とせられるぺき存在でるにも力，がわらず， そ れ に 対 し て (同[制こそ 

れは1)4に例外に止まっているが）抱利としての容認をもたらした時期力あるj ,C h揭# ,  2 0 9頁参照〉。
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UH学会雑誌j 69巻 4 号 （1976年4藍

市場ニ世界資本主義形) の途を歩むといういわば対抗矛盾の関係を意味すると同特に，これを反映 

して，まさにこの時期, 労働者階級の国際的組織としての国際労働者協会= 第 1 インターナシg ナ 

ルが成立し, 国民的最低限が* .独 立 • 民主そして自由を蓬調とする民族!^決め原則として高く掲げ 

ら^^る ー 方 巧働および生活条件の最低限の保障，> なわち1 0 時間労働制や最低貧金制の要求が

労働運動の重要な目標となってらわれたととでもぁった。

しかし国際労働者協会の8 時間労働制にみられるミニャムの思想は，国民的な次元を考慮に入れ 

つつも, 主として，労働者階級を中心とする国際的な視点，すなわち I 8 6 0 年代において，発展し 

つつありたョ 一口ツバの3 つの資本主義国，イギリス， ドイツ，フランス，‘,それにアメリカ合衆国 

などのいわゆる先進資本主義国の労働者の連帯強化のためのスローガンとして，より，強く意義を 

も'i s , 「国民的な次元での最低限J .. (’national’minimum’）もしくは •'市民的最低限J (e iy il minimum) 
とは，具体的に何を意味するものであるのか，またその要求のための連動は， どのように展開され 

るべきかは, 必ずしも深く論じられなかづた。「国民的最低限」の思想は，労働者階級の運動とし 

てナりは，0 際的な視野から提起されたとはいえ, むしろ資本主義国家の側から，労働連勘を主力 

とする労働条件の改善の保障要求とはまマたく異なって，それとは-"応別の動機から，注目される 

に至ったのでもる。

労働力の長期的保全，その質的改善と量的確保を目指す労働立捧は，エi 立法に代表されるとこ 

ろの勞i!)時間の制限，工場，仕事場における労働環境のポ善を規定するものと，失業保険にその典 

里的な例をみるところの社会保険立法に大別することができる。 この両者は，ともに社会政策の双 

壁☆成するにかかわらず，つぎのいくつかの点で, 異なる性質をもつ。すなわち，まず，この両者 

は時代を異にしてあらわれ, 社会政策の初期の段階において，つまり産業資本'9 充分な成熟と貧労 

イ勤者階級の形成を前提として工場法が制定され, その後, 資本主義が自由競争段階の爛熟期を迎え， 

19世紀末の，いわゆる独占段階に至ってはじめて社会保険立法が登場するという照史的事 実̂でもる。

つを*に，この両者は，対象とするところのもめが，工場法の場合には，あくま，で，児里およひ知？ 

ノ 'ホ働者であり，成人男子労働者ではなかったのに反し，社会保険立法は，あくまでも成人男子労 

働者を主体として，さらに労働市場から離脱したとはいえ，かつては国民労働力の担い手であった' 
ところの人々, すなわち, 退職者，離職者，および廃疾者というように，ひろく国民一^般を包摂す

ン タ ー ナ シ g ナ ル * ジ ュ ネ 一 ヴ 大 会 (1 8 6 6 ^ p ) は ， U)労 働 日 の 制 限 ， （2》児 童 と 少 年 の 労 働 ， ね > 協 同 組 合 運 動 そ  

し て 01)労 働 組 合 ， そ の 過 去 ， 現 在 お よ び 未 来 を は じ め と す る 多 く の 問 題 ， た と え ぱ ， 直 接 税 と I!臓 税 ，ポ ー ラ ン ド 問 題 ’ 

草 隊 お よ び 宗 教 問 題 を と り あ げ て い る 。 （1)お よ び (4 )が ， 1 0時 問 労 働 制 お よ び 賞 金 を 問 題 に し て い る こ と は い う ま '^ *も な  

い が ， と く に ， {2 )に お い て ， 1̂3女 児 直 労 働 者 を ，. U )  9 歳 な い し 1 2歳 の 児 •就 （n ) 1 3歲 な い し 1 5 歳 の 児 ま ，，（n o 1 6  
錄 お よ 'ひ*1 7歳 r 凌 し た 少 年 ， .と 3 つ の グ ル ー プ に わ け ， （I )の グ ル 一 プ の 少 {p■に た い し て は ， い か な る 職 場 に お け る 労  

働 も ， あ る い は ま 内 労 働 を も 2 時 旧 に 制 限 し ， （n ) の グ ル ー メ プ に は 4 時 間 ， （ffl)に た い し て は 6 時 1151に 制 限 す る こ と を  

扼 ま し て お り .児 ま ’と 少 ギ の 権 利 が ま も ら れ な け れ ぱ な .ら な い こ と を 強 調 し て い る (Marx/Engels, Wer^e, B d .1り，SS. 

1 9 3 —1 9 4 ) 。 な お ， ，こ れ に っ ぃ て は 拙 箸 I■ 々 ル ク ス 主 翁 に お け る 雄 :命 と 改 虫 一 一 第 1 イ ン タ . - ナ シ ョ ナ ル に お け る 階 級 ， 

体 制 お よ び 民 族 の 問 題 J , 御 茶 の 水 書 房 ♦ 1 9 6 6 律 ， 2 6 4 真 以 下 を み よ 。
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イギリス国民保陸制度の形成過程 （ネの1 )  .

.る機能をもつことである。つぎに最後にきわめて重要なことであるが , これらの社会政策は，'社全 

立法および社# 事業との関係において，きわめて特徴的な対•比をますこととな ; ^ 。工場法が，その 

初期の段階において， しぱしぱ国家権力による労働運動にたいする警察も取输りと裏腹の開後にお 

いてあらわれたことは，イギリス：C 思法運動史上，顕著な事実であるし’ 世界'もりとも早労働 

者を対象とする社会保臉も奨施したドイッにおいても，その社会主義續庄法制定の経緯からして明 

らかである。また工場法運動が，雇主の慈恵的，社会事業的,.企業内的労務管理政策と密接に結び 

ついていたと同様に，社会保険制定の過程においても，救貧法やキリズト教的恩恵主義の影響が色 

濃く影を落していたことも歴史的な事実でもる。 しかし以上のような諸特徴と類似性にもかかわら 

ず，そのもっとも根本的な差與は，それらの拠って立つ甚本的原理において , 工場法は,社会保険 

とは決定的に異なることである。 ‘

何故ならぱ，工場法も社会保険法も’ ともにその立法化に照応して, 政府:がその実施に必要な予 

算措置を講ずる場合，工場法の直接費は，やがては労働者の賞金部分から控除され，彼らの倉担に 

‘転嫁されるにせよ，-^ 応, 雁主，= 資本家の倉担とされ，義務づけられているめに反し/ そ.の文ホ象と， 

なるへき労働者の;^ i s は， 定されていないことで'ある。 この点が, 企業内福禾IJ施設，いわゆる経 

営社会政策の努力と相まって， しぱしぱ恩ま的な性格をおびる理由である。 ところが，社会保險は, 
いうまでもなくこれとはその理論的構造を異にし: 労資対等の原則の上に立って,労働者および雇 

主がlsj額の保険料を抛出し，それに, g 家が，同額もしくはこれに準ずる金額を支出することによ 

って, 保険基金を成立させ，いわゆる大数法則にもとづいて，保険金の支払いを可能にするように 

，組み立てられてい'ることである。 '
しかし，工場法と社会保険の社会政策的意義が，たんにg 出競争的資本主義.と独占段階における 

資本主義という，いわゆる段階的差異のみを強調するなちぱ，それは,正しい態度とはいえないで 

あろう。何故なら, 前者は，労働者階級の階級的成熟が必ずしもあ分で、ない時期においても成ヤし 

うるの反し，後者は，労働者階級の充分な成熟’ およびそ£9糧極的，腊級意識的な反映としでの労 

働運動の展開が前提を成しているからである。 しかも兩考とも，労働者の要求の最低限を媒定する 

ものでありながら，工場法は労働条件の国民的最低限を課題としているのに! ^ し，社会保険は，i  
活条件のナショナル . ミニマムを追求していると.ころr 差興がみられる。だがもっとも注目すべき 

関係は，社会政策としての工場法および社会保險と社会事業の間に認めることができる。工場法蓮 

動か，しぱしぱ思恵的履主の政策や博愛主義的運勘との密接な関連の7 ■‘で発展しすこことは，if)れも 

ない歴史的な事実であり，とくに I 8 3 3 年法制定までのイギリス産! ! 本命期における工場法運動は， 

こりことを如実に示している。 また明治4 4 年 , わが国におけ;2)工場汰成立の過程も,その意味で 

は例外ではありえない。 しかもしぱしば，児童労働者が救貧院から腐りだされナこいわゆる貧ま徒弟 

であったり，労働者が景気後退期にはしぱしぱ職を央い，救貧法の適用をうけることによって，よ

—— 3 (133) — ，
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うやくその生活を細持しえた1 9 世紀前半にあっては，工場法は, まさに社会事^業としての救貧法 

を補完する役割しか果しえなかった。救貧法の介在によって，ミニ'^ムの思想は，暖味梭糊たるも 

のとなり，一部の組織労働者を除けば，ミニマムの思想は，この時期には自覚的に把握されるべく 

もなかった。

.社会保険と社会事業との関連は，とれとは異なる。社会保睡によるシヴィル . ミニマムのI I護は,， 

熟練労働者の組合，すなわちクラブト • ユニオンの共済手当，W e b b 夫妻のいうところの「相互保 

険J (mutual insurance)政策の長い伝統に培われて，組織労働者の内部に定着し，クラフト，ゴニォ 

ンの運動と相前後して発展した共済組合（friendly so c ie ty )が，この政策を郁強する形をとることに， 

よって，1 8 8 0年以後,労働者炎ま保險および老龄年金保険をはじめとする社会保険体系への労働者 

階級の認識がたかまったのでありた。では，具体的に社会保險は, 社会事業とどのような関係にち，' 
ったのであろうi i、。イギリスの場合を例にとれぱ，教貧法と.国民保険との関連におV、てそれを明ら 

. かにすることができる。

1 8 3 4 年の改正救貧法（Poor Law Amendment Act of 1834) いわゆる新救貧法 (Neか Poor：L aw )は,.
. 19世紀後半を通じて，イギリス社会事業政策り董耍な支柱をなすものセあったが，その意図すると, 
こんのものは，意速に発展するイギリス資本主義の状勢に照応して，生産の重要な-"要素たる労働.9 ’ ■

力の移勤を促進すネことにあ力た。I834年，救貧法委員会第1 報告書には，院外救助の摩止を政策 

とする新救貧法が立法化されるにあたって，勘案すべきC ととしてつぎのととを主張されている。

『われわれが，その廃止を勸告している院外救助法（oiit:door relief),は，一般に,部分的な救 

• 済 （partial relief)であり，ネれは，われわれが示唆しナこようこ，ユリザベス43年の精神とは異 

なるものである。というのは，との法の立案者（the framer of that A<jt).(すなわちユリザベス43 
年法の立案者…....訳者註）は，はとんどつぎのようなことを意図しなかったからでもる。つまり 

監督者(overseers)は，いままで働いてきたんおよび，現在仕事に従事している人々を，『労働さ 

せるように命令を下す』，("take order for setting to work"),ということである。. すざわち，, . S 葉 

の上では， これらの人々を，生計を立でるために， 『通常の職業に従事していない人々』("all 
nersons using no ordinary and daily trade of life to get their living by'*)と.も’ まふ世の.通/ftの生 

活をしようどする人とも描こうとはしなかったのでもる。, ，

' 立法者の言葉が不正確であるところではどこでも，立 法 (legal construction) の原理のみなら 

ず行政の原理も，その爐正に役立つ途キ選択することである。正常な身体の持主らかんしてい 

ぇぱ，i t 5 i hi,
より一層進んだ処置を提案する場合には，われわれは，たえずその目的を明らかメこレて扭くで. « ■ ■ '
あろ.う (we shall keen that object steadily in view) ,1 '
そしてわれわれは，院外手当（outKloor allowance) よび部分的な救助（partkl felief)をうけ^

— 4 (134) —  ' . ,



.イギリス国民保険制度の?^成過程（その1 ) .
る正常な身体の持主が， 多分，そしてある場合には， 最卡l i のあふふみ 命 著 (the independent 

. labourer Of the lowest c la s s )の状態よりも資格を制限される状 (in a condition less eligib le)らi '  
かれることを認めるけれども, ，それでもなおそうした状態におかれた:人 々 にとっては，よ/盤 

、傭された救貧院 (a well regulated workhouse)内での救助は,苦痛 (hardship)ではないで'あろ(え

(傍点引用者） ■ .
' * . ,' .

これはあたかも，労働貧民の道義的顏廃を非難することを通じて，院外救助の廃止を訳えている 

ようにみえるけれども，その根底に胚胎するものは,’ すぐれて産業的.経済的見地やあるといわな 

• i tれぱならない。すなわち，つぎのようにいい

r以上の証拠から，以下のようなことが云えるであろう。 われわれがこのようにしてのぺた

原則が，全体的にかあるいほ部分的にか実行にうつされたところではど£ でも，救貧法によっ

て生活してきた隨級にとって，有益な（beneficial)なものであった。われわれは，っぎのことを

知っている。すなわち，普通に労働可能な人々が，部分的な救助からはなれさせられ,もしく

はよ<•整備された救貧院とは別の他の救助からもきりはなされて独立の抹態:におかれた場合に 

はいつでも， •
1 . 彼らの勤勉力'ゾもとの状態に戻り，改善された。

，’ 2 . . 節約の習償（frugal Habits).がっくら’れ，强化された。

■ 3 . 貧民の労働に^ いするたえまない需要が増加した。

4 , 彼’らの賣金は, 市場におい'^,増加する労働量によっておし下げられるどころか，一般 

に増加する値向となった。

5 . , 不用意なそして堕落した結婚の数は減少した。

6. 彼らの不満は減少しすべての方面での道徳的. 社会的状態が改善されさ》。」

1834 年， 改正教貧法の意義は， これによって既に明らかである。それは，道義的見地からより 

もむしろ率業的見地から，労働移動を促進L , 労働貧民のi ’ b —層 の 「賞労働者化」をはかろらと 

するものでちり，近代社会事業政策の歴史の上に，一時期を画するものであったが， しかもなお， 

それは，救貧院施設を中心とする貧戾対策， 報告書のま現をかりれば， 「よ，く整備された救貧院J 
(‘a well-regulated workhouse’）において，「最卞層の独立の労働者の状態より資格’を制限される状態j 
におくことによって，社会政策とはよびえないものであっ:j t。何故なら社会政策は,工場法の歴史 

にみるように，また社会保臉そのものの’由来が明らかにするように，ナシd ナル，ミニマムを確立

汪（3 ) Reports from His Majesty’s Commissioners for Inquify into the Administration and Practical Ooeration of the 
Poor Laws. (Reports from Commissioners； Twenty-two Volumes, 一（9 ) 一 Po6r Laws Session も F ^nm ry—15 
August 1834, p. 147.

5 C/55)
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しょうとする努力にもとづくのに反し，新救貧法は，その適用者の状態を「最下層の労働者め状態 

ょりも資格を制限される狀態におく J という表現が示すょうに，その政策の根本思想は思恵でもり, 
もっとも典型的な社会事業とみなすことができる。 '

1 9 世紀 3 0 年以来, 第 1 次世界大敝直前までのィギリス社会政策は，とのょうな社会事業として 

の救資法にょって補完され, むしろこの上に立って組み建てられたのであった。要するに，救資法 

は, 「国民的最服」の思想を暖昧なものとし, キリスト教ヒューマ么ズムと結びついて，社会 

改丧としての社会政策の発展を胆止する役割をさえ果したのでもる。 しかしそれにもかかわらず， 

national m in im u m の思想、は, 教貧法の対象の範囲外におかれた労働者階級，不熟練労働者の間か. 
ら，賃金の最低限の保障を耍求する連l i としてたかまってくるのでもる。 と同時*:こ，いわば上から 

これと対抗する形で，I 9 世紀末に■は 「公正貴金条項J の決譲がなされ，労働時間につづいて，貧金 

の面でのミユマムの要求がたかまっていく。

しかしnational minimumの要求が，は,じめは,労働者階級の例からの要求としてあらわれたと 

しても，それがやがて，き時の政府おょび支配階級こ，とっても無視しえない向となり， I 9服 年 - 
の最低貧金法お ょび i g i i 年の0 民保阶法となって結実するためには, 1 9 世紀末恐慌の到来と，そ 

の結果'としての救貧法の解体という事、実に直面しなければならなかつた。

( 2 ).

しぱしぱ1 860 年代が，イギリス社会政策の転換期とみなされる(力も決定的な転換がはじまった

のは，187.V年恐慌のイギリス経済への影響の深刻化以後のことである。 社会経済史的な考察は，' • ’ ■.
最近の権威ある諸研に譲るとして，社会政策史上におけるこの時期の重要性は, 一大金融市場，

産業の中心地として重要な地位をしめてきたロンドンにおいてもゥとも象徽的にもらわれたのであ-
っす ， 1 8 4 7年にはじまった救翁法局（Po<̂ r Law Board)は，1秘0 年代末期にはその非能率が暴露さ. • ■ ■■ . ■ •. . ■ * •
许（5、 1860年代は，国際的に, 民族■家成立と独な速動の最盛朋であるとともに, イギリスにおいては労働者階級の間に，階. 

級的1̂ 党のたかまった時期でもあった。すなわち，. 1 秘0年，ロンドン労働辑合評譲会（London Tmdea Coi^ncil):の創立 

にっづいて， 1867年©第 2 次選举法改正，幾 6 8年，労働組き総評譲会(Trades Union Congre^), 1871年から75年 

までのfMi,労働組合法の制定と主従をの撤廃，およびこれとは'ぽ同じ時期， 主責任法の制定にみられるように，労働 

のイm 権 .131結権をめぐる問題で，社会政策は-*層の前進を示すとともに，労働者の意識をたかめた。
( 6 )  P.G. H a llは，1880年代のロンドンにおけネ労働市場の状態について，つぎのよミにのべている。ロンドン労働市場 

の特殊性を偶成する耍素として，まず第1 に，ゥ:T-メト * ユンドの资沢品産業，宝石や衣服製造業などに主として後中 

、する場合で，これらの労働者は，スピタルフイ- -ルドの線織物かもるV、はハツトン . ガーデンの宝石職人で'，彼らは’ 
として润外からの熟練移民労働者から成っていた。第 2 に，不熟練労働市場の巨大なプールでもるが，これには2 つ 

の5?素があって，そのひとらは婦人労働者であ> る。おそらくこれは, * " ンドンには*ランカシアの綿工業に旧敵する婦 

人従業員を雇う製造菜が欠如して，ffi対的過剰人口となって滞窗した。第 2 の要まは，ロシア人，ポーランド人などの 

不熟練労働者である。 1873 これらの階層は，しばしぱ被救恤泡民の地位におち，救貧法適用上の大明謝

とかったのセf cる ‘ (P. G. H all,T ho Industries of London ainco 1861, 1862, pp. 113—210,
‘ —— 6 (136) — 一
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イギリス国民保険制度の形成過程（その1)

れ，1 8 7 1年の地方政府委員会に途を譲ゥたカ^ 1 8 3 4年にはじまり，1れ1 年の大改IEを 経 て 1905 
年 の r救貧法にかんする特別委員会J の任命と ig o 9 年, その報告書，いわゆる多数者報告書と少 

数者報告書の公表までの救貧法の歴史は,，転換きわまりない社会政策のそれであるとともに，結局 

のところ，社会事業としての救貧法が，何故に，社会政策としての国民保険によって代られなけれ 

ぱならなかったかをポす遣標でもある。 • ..
さきに指摘したように， 1 8 3 4 年法は， イギリス社会享業にたいし大廣摸な政策的艇換をはか 

ったものであった。それは2 つ の 而において考察することができる。 ひ と つ は , とれによっで，労 

働能力をもちながら，無為に救貧踪に潜留する失業労働者をして，資本主義の生産体制の支配に健
. ■ ■ '

属させ，これによって，その能力が効ぎ的に利用されれは’されるはど，生産は大きくなり,終局的 

に万人の幸福を実現するという思想にみられるように, 院外救助の廃止はそのまま，国民的富の増

注（7 ) 救貧法局 (Poor Law Board)は，1834年以前の旧救货法め原則によらない院外救ゆをとりあっかったが，これを規 

定するものは，.1844牟の r院外救助禁止条合j .(Outdoor Relief Prohibitory Order) と . 「労働者家gt調 ぜ 务 • (Labour 
Test Order)およびやがて1852年 の 「院外救規則条令 j (Outdoor Relief Regulation Order)に統一されることにた* 
った一連の個々の条令であった。 これらは，1 8 3 i年の教貧法改取のための報告室の線にそって,有機的に後能しなか 

ゥたため，貧民. (paupers)子供および病者などのように, 1834年の報告書では無視されてきた階層の救貧対策として 

は/ 補ぜ的なものにとどまったのである。しかもこの補足的な政策なるものは，阻止的な条件（d幼ert^ent conditions) 
をもつ貧溝 (destitution)の最低限の救助の原則にもとづくのではなく，’必要な訓練もしくは待遇のために必要なもの 

は何でも与えるという原則に立ゥてk、た。この政策は大きくわけて，（A)四肢健全な者(Able-bodied), そのうち， （i 〉 
全国的均一性(N&tioiml Uniformity), ( iり失業者のための都?f?自治体の★菜 (Mimidpal Work for the Unemplo!ml) 
(B)浮浪者 (Vagrants), (c )婦 人 (Women). (D)子 供 （Children), (E)病 人 (The Sick). (F)精神障き者(Persons of 
Unsoimd Mind), (G) (Defectives). ⑩ 老人と病弱者(The Aged and Infirm), ( I )非居住者(Non Residents),
W 救貧院 （The Worichouse)，(め # 民 （Emigration), (L)贷与金にする救助(Relief oii Loan), M 任意の機関との. 
協力 (Co-operation with Voluntary A gencies)などでもるが， これらカ躺ー性と一噴性を欠如していたことと，救貧 

法局では，もはや;fea理しきれないほどの多くの問題を内包していたため， しく設立された地方政治局（Local Govern- 
..ment B oard)の仕事とされだ。 (Sidney; and Beatrice Webb, English Poor Law Policy, London, 1963, p. .88 ff.)

( 8 ) 新 救 貧 法 の 思 想 の 根 底 に 存 在 す る も の は ， マ ル サ ス の f■人 口 の 原 理 J と， 古 典 派 経 済 学 に よ っ て 代 ま さ れ る 自 山 放 住  

主 義 で あ っ た 。 と の 理 論 !■キ, J . S . ミ ル の 場 合 に も * や や 悲 観 的 な 様 相 を 帯 び て き た と は い え ， イ ギ リ ス 社 会 改 良 の 将 来  

に た い し て は , 漸 進 的 な 進 歩 を 基 調 と し て ,き わ め で 楽 観 的 な 調 子 を も っ て い た こ と が 認 め ら れ よ う 。 •

、し か し M illは , 終 局 的 に は ， 貧 金 基 金 説 を 抛 棄 し た と は い え ， ネ の 経 济 学 原 理 !の な か で は ， 体 系 的 に そ の 杏 認 を 敢  

え て し な か っ た し ， む し ろ 1 8 6 0 年 代 の イ ギ リ ,ス 社 会 の 一 速 の 改 黎 . と り わ け 第 2 次 選 举 法 改 正 で は ,彼 の 労 働 階 級 の  

将来につし，、て の 楽 天 主 義 的 確 信 を 強 め る も め で あ っ た 。 し か し 他 方 ， M illの '楽 天 主 義 と は 対 照 的 に ， ジ g ン .ラ ス キ ン  

(John R u sk in )や ト ー マ ス ‘ 々 一 ラ イ ル （Thomas C a rly le)に 代 ま さ れ る Jg：美 主 義 的 文 明 批 評 は ,イ ギ リ ス 自 由 主 義  

の 将 -"feに た い し て 暗 い 予 測 を 匪 そ う と し な か っ た し ,，マ シ ュ ー ，ア ー ル ド （Mathew Arnold)や ジ ョ 一 ジ .，エ リ オ ッ ，ト 

..(Georザ ..Ehoり も る い は ク オ ル タ ー ，.バ ジ g ッ ト （W alter Bagehot)等 も ,’労 働 者 階 級 の .現 体 制 め へ の 两 ー 化 に つ い て は  

強 い 懐 疑 を 抱 い て い た 。 ま た ， ま っ た く 與 な っ た 力 向 か ら で は あ る が ， 1 8 6 0 年 代 ， チ ャ ー ル ズ . ダ ー ウ ィ ン （Charles 

D an v in )は ， 正 統 派 的 な キ リ ス ト 教 の 権 威 に た 、し 自 然 科 学 的 手 法 を も っ て 桃 戦 し ,中 産 階 級 的 な 知 的 指 導 者 に 深  

. 刻 な 衝 撃 を あ た え た 。 , • ‘

要するに，1860年代が，社会改良思想ないし社会政策思想のひとつの転換期であるといわれるC0は，労働者階級の成 

熟と覚醒にとどまらず，進ホを象徴する自由字義の将来にた、して，暗、、予測を大胆に行う一群の思想家の劍i!と， そ 

れ以後，とうした労働者階級の目覚めの中に游望をホしたより若い世代とを明瞭に分っ分水嶺ともみられるか ら で あ 

る。 とれをいま経清学に即して言うならば, ケアシズ（J. F. C a irnes)とマー' ア/レ（Alfred Marshall) によゥャ 

「ホい世代J と 「新しい世代_Tとを代まさせるととができよう。（M m esは，協同組合による生産をもってしても，労撮 . 
者の生括の改善は, . .彼らの道徳的資質の实質的な変、イ匕（Bubstantial changes in the moral character)なしにはポ可能. 
であり， 働の報酬は, 熟練労働であれ不熟練労働であれ, ‘ 現存の水準を超えで大偷J：上る£ とはありえな^J  ( J ,  E ,

   7 (-257) .一 ~~-
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大に役立つとする観点である。 これがいわぱイデオロギー的な面からの革新で、あるのにたいし，制 

度的には，身体健全な者にたいする院外救助の廃止であ:るとともに，1831〜2 年のコレラの流行に 

って暴露されたロンドン貧民地帯の劣悪な衛生状態の改善のための努力を，地方自治体に迫ると(9 )
，いう積極的な衛生行政の面をもっていたことであゥた6， 

新救貧法は, 貧民救助行政を，地ガ的なレヴぇルで，救食法保護局 (board of guaMians) の責任に 

おいて行い，国民の健康は，ひとりびとりの関心の对象ズ、あるぱかりでなく，茵民の全体的関心め 

問題であることを意識させることを.意図していた。 その結果, 1 8 4 8 年， 譲会は保健局（Board of 
H ealth )を制定したにもかかわらず， それが必ずレも.成功しなかったのは，当時これを統轄すべき. 
省庁が存在せず，地方衛生局 (local sanitary board) を設置する権があたえられていたにもかかわ 

らず，製造業資本家のはげしい反対によって， 実現しなかったからでもる。 しかもそれよりも，

Caines, Some Leading Principles of Political Economy newly expanded, 1874, p. 348.)としたのにた い し ：Marshall, 
は，グラッドストンの自由党政府の改草，.たとえぱ1870年の教育法 （Education A c t )の制走などによゥて，前途に光 

明を見出し，Cainesのペ シ ミ ズ ム に は 否定的であった。.
M arshallは，つぎのように, そのT経済学原现J の 『序論，予備的考察」のなかセのぺている。■"貧困と無知が次第、 

に消え去る可能性があるという期待は，19世紀中に♦労働者階級の絶免間な、、進ホによゥてより多くすこしかなもめとさ 

れよう。蒸気機関のおかげで, 労f動者階級は，多くの労力の必要とする苦痛をともなラひどい労働（mu'eh exhausting 
and degmding t o n )から解放された。 賃金は上昇し教育は改善され，それらは，ニ般化した。鉄道や印刷物は，全 

国の各地に散在する同じ載業の人々を容易に交流することを可能とし広机な徹底した政策の方針を企図しまた実な 

することができるようにした。

他方，知的な労働にたいする需要が増大したため，熟練労働者陪級 (artisan c lav es).ミ 急 ぐ if伽き ' ヴ f  
り，いまゃ完全に不熟練労働者と、われる人々の数をぎ駕している。まを練労呼)章9 キ¥ タ'【ま.，> 、.ま そ " ? ？寧ぞチ字 

■ム; 会ホ'i?の r卡 ま を J ('lower classes") ^ t s : ^ , 疲らのなかには, すで‘'こ, 一世紀Bリレ上流階級

7̂*ふ  < ^ x C ^ i c k  h i m k i k i c k m k k k - k L i： i 4 4 ©/ c  (Alfred Marshall, Principles of Economics, 
ninth edition, V o l.I  (Text), London, 1961, pp. 3 - 4 , '  {&し傍点は弓|用者) 。.ことで注意すべきことは，彼が，一般の 

労 働 者 （working d a s s )から熟練労働者階級を区別していること力ある。この時点では彼は，前者の状態を無視した。

M arshallは， M i l lにみられた，‘ Hom6でec o n o m icsへの懐疑にたい，して，’新しい「経済人J . ("咖》ion、ic. , men) 
(Principles, ibid.. Vol. I, p. 2 7 )の概念の定立をも試みたのであって，M il lに至る迄の古典;派経済学の「静態的状態J 
(■ stationary s t a t e ' )の理念に対立させて,絶え問ない進化主義(incessant evolutionarism) ^  '先験的に善なるもの 

として海入し，そ が rg山企業に内在する価値体系をホ的な形で実現する一方，1̂5'典派経済学に固おな快染主義を拒 

杏し倫现と経済との統一 を̂はかろうとしたのであった。■ '
新教贫法の现念は, ，M arshallの国民経済学のなかに見出される価値観と一致するのでちるが，彼の経済学そのもの 

も，1880年代，不熟練労働者の連動の身揚と社会主義の勃與に直面して，楽天主義は姿を消しr経済学を志す者J にと 

りてのイースト• エンドの1E耍性を強調するようになり，次第に暗さを帯ひ*てくるのである。なお，この点についての 

興味深い输述については，. Gareth Stedman Jones, Oustcast London, a Study in the Relationship between Classes 
in Victorian Society, pxford, 1971, Introduction を参照。. / 、

ま（9 ) 1 8 3 0 年代以後のュドゥィン♦チャドウィツク (Edwin Chadwick)の医療行政における活動は，新救貧法と深い関係 

をもっている。1848年，（M d w ic k等の努力によって，保 健 局 （Board of H ea lth )力’、制定されたにもかかわらず，救 

-貧性におけるg 療行政の機関としT は成功せず，Chac^Kvickは, .失意のうちに, .保健局を去るのであるが, , B.Gilbertは, 
この Chadwickの役割を，201U:紀初頭におけるサ一. ロバ一ト* モラン （Sir Robert M orant)に比べている。與味深 

い対比というぺきである。C hadw ickの偉大な功敏は，救翁:行政が，ともすれは•，.生 扶 の P lのみに狭く限走されて 

いた傾向をもっていたのにたいし, 衛生行政の世要性を斯摘したととにもる（脚 win Chadwick, The Sanitary Condition 
of the Labouring Population of Great Britain, Edinburgh, 1965. なおとの報告書に付せられた M ,W ‘ Flinn の解说 

力て.-イ港である）。.また，Edwin Chadwick の架敏については，E..P' Thompson, The Making of the English Working 
Class. 1963, pp. 2 6 5 -8 , p. 344, p. 365 および p. 735 を参照。 このはか，Bruc6. iWd‘，p . 103ff. J. F. 0 . Harrison, 
The Early Victorians 1832一5 1 ,London, 1971,pp‘ 62一3,

8 {138)
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イギリス国f e 保険制度の形成過糧（その1 ) ■

1834 年法の失敗を決定的にしたところのものは， 院外救助の廃止によってひきおとされる貧困 

(destitution)の問題にたいして，それが，過渡的にも永久的にも，具体的な施策をもって对勉しえな 

かったからであった6 1 9 1 1 年の国民保険法が登場する背景には,貧民にたいする道義的論難と国 

民的観点からする貧民の健全な労働力への再訓練の要請で、は明確であった新救貧法が，院外救助の 

廃止によって貧民のおちいりつつあた苦境にあまりにも^観的であったことにたいする国家権力 

の側からの反省があった。

新救貧法の実施による影響は，農村地帯と都市部とでは，まったく異なハた形をとってあらわれ 

た。農村地帯においては，院外救助の廃止は，慣習的にあたかも権利の如く保障されてきた手劣の 

消失を意味し  ' その廃止によってV 労働者の賃金上昇が期待されたにもかかわらず，事実はそれに 

反し，農業労働者の大群は，豊作や新しい鉄道建設によクてもたらされる好況によって，仕事をあ 

たえられるほかは，概してみじめな状況にとどまらざるをえなかったという点では， 1 S 3 4年以前 

と変らず，むしろ院外救助の處止によって生活保障が奪われただけ，条件は一*層恶イした；> いうこ . 

' とができる。 1 9 世紀末農業恐慌とこれにっづく輪入農産物の増大,そして近代的な技術の用に 

よって, 農業における機械化が.いちじるしく進み，就業人口を極度減少させる頃まで，農村は，

新 救 貧 法 の 下 で ,依 然 と し て 類 廃 と 汚 辱 の 淵 に 沈 倫 し て い た と い え よ .

方, 工場地帯，とくにシェフィールドをはじめ，北部イングランドでは，工場改革運動に先進 

的な役割を果した:P 湯経営者おちが，10時問法運動との関連で，新救貧法に反対し保護委員の任 

命は，大衆的な運動によって阻止される事態とな結局，こうした状況の下で， 1 8 3 4 年法は部 

"fj的修平キ.うけ，I 84'2 年の院外労I勤審查規則（Outdoor Labour Test O rder)となったが，.これによれ 

ぱ，緊急の場合，労働することを条件として，身体健全な者にたいしても院外救助をあたえること 

. か規定されている。すなわち，おそらく，ここに「緊急の場合J というのは，景気変動にともなう 

失業の深刻化を意味しており，とれはi 「資格制限」 （‘less e l ig ib i i i t / )と救貧院審查 (workhouse test) 
の巧妙な結合であったが， しかしその状態は劣悪であり，悲惨を極めた。1834年法は， ト一マス. 
カーライル ghomas C a r ly le )が，「憂うゥな科学」 （‘dignml science，）と叫んだマルサスr人 ロ 論」の  

理論的帰結を実践したものである服り， 「残酷ん慈善」以外の何ものでもありえず, 職:?失うは'~ . . ： —■-'----  4
注（10) Bentley Gilbert, The Evolution of National Insurance in Great Britain, the Origin of the Welfare State, London, 1966, pp. 11—17, .

(11〉 旧救貧法，すなわち院外教助を撤廃させたイデオロギー的基礎は，マルサスr人口の原理J にちらわれた理論であり， 

その支持層は，具体的には，勃興の途上にあった産業ま本家ニ:D i経営者であったことは，. 一•范;， 通説としてうけいれ 

られよラ。 しかしこれを機械的をこ解釈すると，.1830年代の北部綿エ寒地帯の資本まが，何故にこれに反対したか，そ 

の理山がわからなくなろう。資本の rロゴスJ としては，救-貴税に寄生するr健全なJ 貧民慰の滞窗は，耐え雕いとし 

ても，景気变動に左右さ,れ易い綿工業k :とゥそ，院外救助は，平和な資関ぽのたの前提となっており,.大衆的窟摄 

の不安力:ら支配階級を守る安全弁として考えられてい/こ。このことは，この院外救助のはじまった時期が，1795年，7  
ランス本命のイ..ギリ，スへの影響が日にn に深刻となりつつあった旧であウ，スピーナムランド制度の歴史を考えれぱ明 

らかである。なお，農村において新救貧法があたえた深刘な影響とこれにたいする反あにゥいてはNicholas d. Edsall; 
The Anti-Poor Law Movement, 1834—44, 1971, Manchester, p. 45 f f . ,

1 9 (̂ 139') —
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いえ，権利意識に目覚めた近代的労働者にとっては, まととに耐えがたい霧囲気であって，勢い， 

被らの間から憤激がたかまらざるをえない。.このことは，央業保險制度発足への重要な契機と.なっ 

たもの‘が，実 に 1 8 8 6 年， ロンドンにおける失業者の未だかつてない大镜摸な示威運動が，当時の 

支配階級にあたえた銜擊セもづたことからも明らかである。

ィ'ギリス資本主義の繁榮期，ヴィクトリア時^^の労働者の典型は， しぱしぱ，合同機械工組合員 

にみられたような強力な組合によって守られた熟練労働者でもるとされるが，この反面には，雑多 

な不熟'純労働者の大群, 農業労働者, 都市貧民窟に群がる季節およ.び臨時労働者，商店員，家事手 

伝人, 街頭清掃人およ波止 :場労者のような不確定就業労働者 (casuタ labourers)が，ひとつの巨大 

な階層を成してお.り/ 熟練労働者であっても，クラフツ ‘ マンでない限り，いつ彼らが，そのなか 

にひきずけ込まれるかわがらない状態であったレそして18ア3 年以後，I 9 世紀末恐慌の到来は，勞 

働者の状磁を，しばしば悪イヒさせ，このことを実誰したのでもる。スマイルスの「自f /J  (self-help) の 

精神に 燃た .ヴィクトリア時代の労働者は，彼らの労働者生活の途上に横たわる不安と障害から身 

を守るた:めに, さまざまな任意の運動を展開し定の時期,•かなりの成果をおさめることができ
■ ' I ' ■

.たのでf e ，っ た 禁 酒 運 動 （temperance movement), 共済組合（fri⑩dly s o c ie t y ) ,埋葬{^険 （funeral in
surance) およびその他の貯蓄組合などである。 救貧法による「貧民J (pauper) への惰落の途を避け

-*^(5^^834年以後，新救貧法の実施は, 1834年2 月210に, 下院icおいて公刊された「救貧法の管理および実施についての 
調is考員会報告書」（Report fr6m His Majesty's Commissions for Inquiring into the Administration and Pi*actical 
Operation of the Poor Laws, ordered, by the House of Commons, to be printed, 21 February 1834) の結果にもと 

づいて行わたのであるが，このなかにあらわれた精神は，近代イギリス社会事業の性格を，きわめて明まに浮かび上ら 

せるものであるが， 時にそれは，階核意識に0 覚めた労働者にとゥては耐えがた'̂ 、ものでfc oたことも明らかにして 

いる。この点についt は，後段で明らかにされよう。
183 4年救貧法改善への動きは，，Edwin C hadw ickを先頭とする衡生問題への関心と，いまひとつは’救貧院内部に 

おける r非人問的な」状態の除去に向けられていたが，、すセに指摘したように，C hadw ickの努力は必ずしも効を奏せ 

ず，ま.た救貧院内部の改苹も，有名無実なものにとどまったのでもるV 1847年，'救貧法問爐にかんする政府の関心がた 

かまったのは, . つぎの.ようなまことにいホわしい事態によってでゥたといわれる。A ndoverの workhouseで,货民 

. の食事が非常に悪いため，彼らが，肥料;Aの動# 0 骨を粉枠する作業につかされもやいなや，半は’腐敗した骨fe■付着し 

ていネ炎妆のような断片を，♦い海い合'4 •こというぐJf実でもる （Maurice Bruce, ibid., p. 115)。
また，1834年法は，検査官 ’(Inspectorate)制度をおぐことによゥて, workhouseの状態の改善☆はかろうとしたが, 

旧教贫法に比べてffl耍な改善は; 6 0 才以上の既者は , 申請によって，教貧院内において，独立の寝室を与えられる 

ことになっていたけれども，実際には，これは r死文J (‘ a dead le tter’）たるにとどまった。 何故なら， 多くの貧民 

はこの拱定を知ら'f , まだ仮に知っていたとしても，これを中請する勇気をもちえなかったからでもる•法的に規定さ 

れているにもかかわらず，’許可を得なけれぱならない，ことに新救贫法は依然と.して恩恵と,レての社会事業そのもので 

あることがわかる。 その意味では， 「夫婦を同居させることは増敏によって貧民の数を増加させる」とい〉マル••ナス的 

思想は1 8 8 5年まで，新救贫法のなかに，ホ固として息づいていたことは明fe?かでもる。18,86年 3 月 1 1 日, S u ffo lk選 

出の議員スティヴンソン（F ‘ S, S tevenson)が，下院においてこの点について地方行政局長官，ジョセフ‘.チェンバレ 

ン （Joseph Chambcrfain)に|L したところ，彼はo ぎのように答弁しているめは，当時の支配者のこの問題にたいする 

炎勢を游わせるに足る。

「昨年11月，地力自治局の私の先任あは，この間題について，Boards of G uardiansに廻伏をおくりました。私の知り

得た情報では， 老人夫赚 H i に住むのを好まないというととです。しかしながら，もし，貴君が，この特殊な
例について, 何らかの諷拠をおも‘もならぱ，保譜局にたいし特別の意皇§!棚 ☆するよう® 意するつもりでおりますJ 
(Hansard's Parliamentary Debates. Third Series： Commenting with the Accession 6f William IV. 49* VICTORIA, 
1886, Vol. CCCm, Col. 469.) •

(12)
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ィギリス国民保险制虔の形成過程(その1 )
ようとすれぱ，被らは，どうしてもこれらの任意の自発的な運動のなかj c希望を見出さざるをぇな(13)
かった

だが, 1 86 0 年代, まさしく， 全世界的な規模における国民的統一の速動，民;解放運勘のたか 

まりおよび労働者階級運励の国際的な拡がりのなかで, イギリス資本主義は，時代の転換を予測し, 
近代的社会事業としての救貧法を，社会政策の方向に再編成する必要に迫られたのそ、ある4 その背  

景にあった政治状況としては, 1S67 年，いわゆる第'2 次選拳法改正によって，都市の世帯主である 

労働者に選拳権がをた免られるとともに，被らの意識をたか自由党は , 都市部において，労働 

者票の大量進出の1̂ |̂ 能性という新しい状勢に直面するとともに,農村地帯において主として新教貧 

法によゥてひきおこされていた摩擦をま和することが,農業労働者を保守党め支配からひき離すた 

めに, 必要; ことと考えられていた。1834年法は，39年頃までにはその体栽も盤い, 救貧お (Boards 
of Guardians)とその連合体 '(U nions)も結成され，それ以後，新貧救法は，1842年，院外労働検查揉 

則 （Outdoor Labour Test Order), 1844 年の院外救助禁止規則 (Outdoor Relief Prohibitory Order), 1852 
年の院外救助規則（Outdoor Relief Regulation O rd er)など，度重なる手続きの改正をへて施行.されて 

きたが， 1S34 年法のもつ重大な欠略は， 貪民救助についての認識が,貧民の遮別とそ め 生活扶助 

のみにf e定され, 貧民子弟の教ま問題，病人にたいする医療扶助の点で，きわめて不完全なことで 

もった。このことが暴露されるや，これにたいする早急な文オが不可避とされ， 1 8 7 1 年の地方き 

治 局 （Locポ Government B oard )の設立および I 8 7 5 年め公衆衛生法 (Public Health A c t )は，これに 

照応するものでもった。

救貧法が，—— 旦，窮 乏 （d estitu tion )の泥淳に沈協した労働者たちを，さまざまな慈恵的な政策に 

よって救出し， これを言訓練することによって再び健全な労働力として,労働市場に登場させるこ 

とは，大量的失業の現象の出現とともに不可能となり， もはや恩恵的な政策ではなく，彼らの自覚 

を促し強い責任倫理り上に立たせることによって， コ ミ ュ ニ テ ィ の 一員としての意識を鼓吹する 

と i：が必要となり，そのためには，失業対策の拡充と地;^"自治体の手によって，貧民子弟の教育^施 

設を救貧院から分離し，その貴任を貧民保護局から，地方教育官庁に移すことが必要とされし 

かしそのナこめには, 國家権力め地方自治への介入はおろか，労使関係にたいする強力な干渉は不可 

避とならざるをえない。経済的 * 社会的問題にたI 、する国家干渉の挑除が，長らくイギリス経済政 

策の伝統を形成しできたため，1 8 7 0 年代にはじまる政策転換は, 慈恵組織団体（Charity Organization 
■ S o c ie ty ,'以ドC O Sと略称）および共済組合+ (friend ly  s o c i e t y )のような任意団体のはげしい非難ム抵

ほ (13) Baernreither, English Association of Working Men, London, 1889 および， P. H, J. H, Gosden, History of tho 
Friendly Societies in England, 1815—1875, Maneliester, 1960 その代まが湖究で'あるが，1870年以後のこの扭織

のもつ矛盾や欠陥の暴露にはふれていないのが惜しまれる。

(14) Royden Harrison, Before the Socialists, Studies in Labour and Politics 1861-1881, London. 1965.
( 1 5 ) しかしこれは，1 9 2 9年, ’ Board of Guardiansが處される(I#まで，実現しなかった..-(Brude,.ibid., p. 118)。
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抗に遭遇し/ i けれぱならなか.った。国家権力が政策の主体なり，労働力問題を含t f , ひろく社会 

問題に対処するととは，それが，地方自治体や任意の慈車団体ではなく，議会による立法措置を通 

じ，その協まをへて予算を執行することを意味し, . 従来，地方公共団体，任意の慈恵0 体および民 

間の相互扶r t妙関任かされていたさまざまな社会事業も，直接，国家権力によって指導されるこ 

t となり，その意味で社会事業は社会政策にたいして副次的• 補助的なものとして位置づけちれ, 
社会政策は，社会ぎ業によって補完される形をとることになる。この点がら考えれぱ，社会保障制 

ik が， ドイッどならんでィギリスにおいてもっとも早く発展し，その理念か，社会政策と^^的扶助 

(社会事業）との統合として形成されたことは故なきことではない。 ，

この場合, . 社会事業としての救貧法が,時代の推移とともに社会政策にをの席を譲るということ 

だけではない。いうまでもなく，救貧法の歴史は,恩恵から権利への推移としてそのことを物語ら 

ているけれども；1870年代から1880 年代にかけて,従来の伝統的な社会事業の理念および政策を 

もってして.は, 到底把握しえない間題が出現しとの事態が,!社会事業にたいする社会政策の優位 

を必然化したのである。それ以前においては，主として, 工場法に代表される社会政策と，教貧法 

にその典堕を見出すところの社会事業とが，相互に補完的な関係に立ちながらも，救貧法,すなわ 

ち社会事業が首位に立ち，工場法をはじめとする社会政策は，いわば，従属的補完関係にもった。 

1870年代© ィギリス経済社会におこりつつあった構造的変化が, その転換を必然化し，さらに.1911 
年，’国民保険法の制定によって, 一‘大画期点を迎えるのである。だが，社会♦業と社会政策おけ 

る地位の変転は，根底には，独占資本主まの成立にともなう寧矛盾の激化にみられることは廣い免 

ないけれども，同時にそれはますこ,国民的規模でのミ> マムの思想の普及の結果であり，その背後 

には労働者階級連動の未唐有の昂揚にあらわれた権利の(I覚を見逃すことはで'きない。経済社会の 

構造的変化とミニマムの思想および権利意識は，相互に無関係ではないけれども，前者のみを殊更 

に強調することは一面的であり，後者は，独占資本主義ぺの移行という構造的な問題とは一応別に， 

すでに 1860年代から，国際的規模ではじまっていた思想であり，ただ 1880年代における労働者 

階級の覚醒が, その理念を一*層厳化したものにほかならない。

ところセ，社会事業における質的転換,社会事業にたいする社会政策の決定的優位をもたらした

ものは，一体何であったろうか。

( 3 )

社会問題> しての失業間題認識は，イギリスの場合，長い歴史をもつ。労働者問遊，あるいは労 

働力問題として意識された歴史は古く，ュリザベスめ治世にはじまる救資法は，そのあらわれであ 

ゥた。しかし, これらは社き事業としての貧民対策で、あり，近代的な意味''?̂ 、の社会政策としての央

—，12(^142)



' イギリス国民保院制度の形成過 程 （ネの 1 、 ,

業 政 策 で は な か っ た 。 1 9世 紀 後 半 ， イギリ .,.ス 資 本 主 義 が そ の 爛 熟 期 に 達 す る 頃 ま で ，'失 業 間 題 に '
い て の 社 会 政 策 的 認 識 は き わ め て 稀 鶴 で あ っ，た 。. そ の 理 由 は ， 一 体 ど こ に あ ゥ た の で あ ろ う か 。

A d a m  S m i t h の 「諸 国 民 の 富 J を は じ め と す る 古 典 派 経 济 学 の 諸 著 作 の な 力 ，パこ，わ れ わ れ は ,失

業 （‘unem ploym ent’） に つ い て の 充 分 な 理 論 的 説 明 を '読 む こ と は ，で き な い し , ま た た と ; ^ ぱ , R icaが o
や M i l l .の よ う に ， こ れ に っ い て 補 償 ,説 あ る い は 貧 金 基 金 説 の で , . ' 間 題 を 提 起 .している場合で !
そ れ は た た , 一 過 的 な 現 象 と し て 把 握 さ れ ， 資 本 制 社 会 に 固 有 な ， 従 っ て ， 資 本 の 再 生 産 構 造 に 重

大 な 支 障 を 来 す 間 題 と し て は 意 識 さ れ ず ， そ れ ゆ え ， 国 家 的 な 政 策 ， す な わ ち ，’失 業 政 '榮 に よ っ て '.
対 処 さ れ る べ き も の と は 考 え ら れ な か っ た 。 こ の 背 景 に は ， 少 ;̂ギ く と も っ ぎ の よ う な 2 つ の ぎ 情 が .
存 在 し て い た 。 ひ と っ は ， I 9 世 紀 後 半 以 後 ， と り わ け 1 S 5 8 年 恐 慌 頃 ま で は ， 資 本 主 義 は , 綿 工 業 :
を 基 軸 と し て ， 鉄 銅 業 ， 金 属 工 業 が こ れ に 続 き , そ の 順 調 な 発 展 を 約 東 さ れ ， 18 2 5 年 ， 1 8 3 7 年 ,
1 8 4 7〜 8 年 の 各 時 期 に み ら れ る よ う に , ほ ぽ 1 0年 の 周 期 を も っ て 現 わ れ も 恐 慌 と こ れ に と も な う 失 _
業 の 深 刻 化 も ， 慢 性 的 で は な く ， き わ め て 短 期 の も の に と ど ま り ， 古 典 学 派 経 済 理 論 の 原 則 が ， 摇 .
ぐ こ と な く ， クC の 権 威 を 主 張 す る こ と が で き た 。 失 業 は 例 外 的 現 象 ヤ あ り , 失 業 者 と は , 働 く 意 志 :
を 失 っ た 「労 働 貧 民 J と ほ ぽ 同 義 語 と 考 え ら れ て い た か ら で あ る 。 18 3 4 年 ， 新 救 費 法 も と の よ う

な 視 点 に 立 っ て い た こ と は 明 ら か で あ る 。，従 っ て , 第 2 に， 失 業 対 策 は ， 救 貧 法 を も って 足 り る だ :
け で な く ， 国 家 が こ の 問 題 に た い し , 何 ら か の 立 法 的 措 置 を も っ て 臨 む こ と は ， 自 由 放 任 主 義 に 反 :
す る も の で も り ， S 然 の 教 序 を 破 壊 す る も の と し て 考 え ら れ た の で ち る

そ れ で は ， I 9世 紀 後 半 ま で の 理 論 寒 た ち は ， 失 業 を 重 要 担 し な .か っ た , あ る い は 軽 視 :し た か と い

う と 必 ず し も そ う で は な か っ た 。y ことえぱ , R o b e r t  O w e n が ，. 1 8 2 5 年 恐 慌 直 後 ， ア リ 力 合 衆 国 ^
こ ユ ー ，イ ン デ ィ ア ナ 州 に 社 会 主 義 的 協 同 社 会 の 建 設 を 意 因 し た こ と や ， チ ャ ー チ ィ ス ト 運 動 の 指

導 者 F e e r g u s  O ’C o n n o r が ， 1 8 4 2 年 恐 慌 以 後 ， 深 刻 な 失 業 状 況 の 4 ^で 農 村 協 同 社 会 の 建 設 を 志 し

て 失 敗 し た こ と は , こ の 当 時 の 社 会 主 義 者 あ る い は 社 会 命 家 i い わ れ る 人 々 の な か に , 失業問題 :：

へ の 娥 烈 な 関 心 が あ っ た こ と を 物 語 っ て い る 6 い う ま で も な く ， O w e n や 0 ，C o m i o r の 本 来 の 目 的 .
は， そ の ネ 填 こ そ 異 な れ ， 資 本 制 社 会 を 鶴 え た 新 社 会 の 実 ▲ で あ っ た が ， そ れ に も か か わ ち ず ， 恐

慌 後 の 悲 惨 な 失 業 状 況 を 目 撃 し ， こ れ に 触 発 さ れ ,' そ の 解 決 を 目 指 し た も の で あ る こ と は 明 ら か で .
もる。 し て み る と ， 1 8 3 0 年 代 ， 産 業 察 命 O f e 中 に す で に 失 業 問 題 に た い す る 社 会 主 義 者 ， 社 会 改

ネ 者 な と の 認 識 は か な り 高 ま っ て い た こ と が 考 え ら れ る 。 だ が と の よ う な ま 実 に も か か わ ら ず

一     —       ■ . '
注 ( 1 6 ) 失藥問題?)認識は, 必ずしも社会主義者や労働指導者の頭の中に宿ゥたぱかりではなんぜ£‘衆:幕命の進展のなかで， 

失業の本質を把握し, その被源にまでさかのぽってきわめようとする労働者の本能的な愁求の発現として機械破壊運励
をあげることができよう。 この連動は，技衛進ンの結果としてのr機械による人問の代替-化J にともなっておこるr非 

人W化J の過程にた、、する抵抗であるとともに，*■失業J ，の恐怖にた、、する本能的な皮撥であった.。 この運動にもっと 

.も敏感に命的な反応を示した者は , R icardoと J..S, M i l lであったが，一̂方は補惧説，他方は貧金被金説によって， 

この間題の解決を75唆しているものの,’ 救貧法とは別に;，何らかの社会政策によってこれに対勉するこ.とは予想しな. 

かった。 . . . ' •
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1 8 8 0 年代に至るまで’ 救貧法に代表される社会事業以外に， みるべき失業政策の展開をみなかっ 

たのは，ム体何故でろうか 0
思うにそれは，1 9 世紀労働組合運動の発展と密接な関係がもる。 社会政策の推進にとって，決 

定的な役割を果しうる労働組合が，こり時期，失業問題にたいしてきわめて冷淡な態度をとりたか 

らである, L ぱしぱ指摘されるように， 1 9 世紀前半から後半^̂こかけての時期，労働組合員として 

の資格を担うことのできた熟!^労働者，いわゆるクラフツ，マンの数は極端に少なく，極めて限ら 

れていた。彼らは，強固な:0 結と組織，共済手当などの厚い特権の壁に守られ,高い賃金と労働市 

場の独占を誇る「労働貴族J として，恐慌時においても解雇されるこさは.稀で，多くは不熟練労働 

者が, 景気変動にたいする調節の安全弁として位置づけられ，彼らの儀牲の上に, 熟練労働者は， 

その特権を雄持しえたといってよかろう。熟練労働者がその組合に抛って，f云統的に保守するとと 

のできた労働市場の独占が破れ, その共済手当制度が, I 9世紀末恐慌によって崩壊に額し，クラフト， 

ュニォンの組合員である熟練労働者でさえも，未だかつて経験したことのなかづた大量失業（masB 
u n em p loym en t)の波に吞まれたとき， 労働組合員は， はじめて彼ら自身の力のみをもってしては超 

えることのできない障まの出現にたじろかざるをえなかった。従って，社会政策としてめ失業保険 

制度の出現は，何より« ず，労働組合の伝統的機能の» がひとつの重要な契機でもるというこ 

とができよう。

しかし，伝統的な労働組合政策の危機とならんで, これらの熟練勞働者とは対照的に，不熟練労 

働者の大群，應大な下層貧民階級（‘lower and poor c l a s s e s ' )といわれた流動的，ないしは停滞的な 

過剰人口部分の堆積とその悲惨な状態, さらにそれらの人々の組織化, ' t なわち，一般組合の発展 

と社会主義思想の浸透もまた，失業問題にた '̂ 、する般の関心をたかめるのに大きな役割を果した。 

その意味で， 1 8 8 1 年に創設された社会民主連盟（Social Democratic F ed eration )の役割がきわめて大 

れ 、 はぼ同じ時期（1 8 83年）に Sidney W eb bや Bernard ShaW, Graham W a l l a s等によゥて 

創立されたフ：n ゼアV：協 会 （Fabian S o c ie t y )力’> , 主として,労働者陪級よりも中産階辦もしくは下 

層中産階級を会員とし，社会主義的信条をま明しながらも，その活動はもっぱら，調査会，講演会， 

研究会などの組織，いわゆる「フェビアン論集」、(Fabian E s s a y s )の発行にま徴されるような文書や 

ジャーナリズムを通じての啓蒙喧伝であったの に た い し 社会民主連盟（d i ^ ,  S D F と略称）は,従 

来, 組織的活動の対象外におかれた不熟練労働者, 労働貧民，および失業者などを運動の主体とし

(17) Sidney and Beatrice W eb bのt i算によれぱ, 1830年代， 労働組合に組織されていた人々の数は， 1 0方人を出なか 

.パこといわれる（Webb, History of Trade Unionism, London, 1920, p. 1 5 8 ,飯Ifl * 高橋共訳广労攝組合運励史J 日 

本労働協会，1974 上巻245貝)。クラブト*,ユオンが， その生活条件の.維持の必要上，極端にその組合良の数を 

制解したとすれは* , 1 9 世紀半になっても，その撒は微々たるものにとどまり，r労働贵族丄とし，ての地位:をしめて 

いたと糸えられよう。なお，との問題については， Hobsbawn, The Labouring Man, London, 1 9 6 5 ,鈴木幹久’ 安川 

悦子訳 rイギリス貨労働史J ミネルヴ ダ 書 域 10ゆ 年 ，をみよ。なお，Henry Felling, The Labour and Society in
the Lato Victorian, Cambridge, 1970 を参脈• ' ,
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イギリス国民保險制度の形成過程 Ofの1)
て重要视し政治を動かす積極的な力となったことは與味深いシS D F は,そのためにしぱしぱ労働組 

合運励を敵視し， とく その指導者ハインドマン（H. M. H yndm an)は,'  極端な労働組合敵祝政策

のために，一般の会員との間に棘隔を来や:し，その労働組合員への間への勢力# 張を妨げたとV、わ 

れる。 たか, それにもかかわらず， S D F の運動が，失業保険をめじめとする国民保険制度確立め 

方向に，当時の政府を動かしたひとつの大きな原勤力となったことは域いえない。 1 8 8 6 年, SD^ 
指導の下に行われた失業者の大示威運動と，これにつづく 1 8 8 9 年のロシドンにおける大 ドソク• 
ストライキが，当時, S D P の 若 く 活 動 的 な 会 ト ム • マ ン （Tom M a n n )おょびジョシ.バーン 

ズ （John B u r n s )であったことからも， この事実を! ^ うことがセ、みょう

1880 年代におこったこの2 つの大きな社会的事:件は，イギリズの朝野を震擁し,操刻な衝撃を各 

方面にあた免，この事件の追究だけで，優に巨大な研究題目たりうるが, ：その意義は少なくとも2 
つの側面から考察うるょうに思う。. 何ょりもそれは，.従来.，労働者階級の'う，ちでも，特権的な階 

層に属するとみなされていた熟I t 労働者ではなく，むしろその組織から排除されていた不熟練労働 

者，半失藥者お•^ぴ失業者を中心とす令いわゆる「大衆J CMasses，）を主保とする.ものであること 

そしてその当然の帰結として， その運動の目標が， 「仕事の確保J と生活要求にぜ合うr貧金の最 

低限の保障J , 言いかえるならぱ， 労働者の生活における「国民的最低眼J を, はじめて,下から 

r大衆的に要求した運動J ということができる。 1 9世紀末になってはじめて，失業問題は，労働担 

合が真剣にとり組むべき間題として意識され，失業対策を国家に求める労働組合自体の要求力t, 次 

第に大きくもり上ろうとしていた。 V
’ I8 3 4 年，新教貧法は，イギリス産寒資本にとって, 健全な労働力J の調達を目指して施行され 

たのであるが，失業対策としてはきわめて微温的なものにとどまり, 失業の理論的基礎づけは，相 

変らず，自由主義的* 古典的理論に依拠していた。 しかしすでに1 8 4 0 年代, ナッソク•シーニ 

ァ （Nasseau Senior)は, 「強制された失業は，サ働者の熟練と規則!£ じい生活の習慣を掘り崩(字j と 

. して警告を発していたか， しかしそれにもかかわらず，当時， 1840年代おょび1.863 年から 1 8 6 6年 ..' 
にかけてのアイルランドの失業対策事業は， 労働市場に特徴わなものというょりは,「局地的な危 

機J ('localized c r is isO とみなされていた。 1 8 4 0年代から 6 0 年代{'こかけてのイギリス資本:̂ *義の;ffl 
対的安定期には,失業の概念も，东分，理論的に整備されたとはいえ(字* , 失業理論の体系化は，何 

ょりもまず，1 8 6 7 年，マルクスの .r資本論J の出現をまナこなけれぱならなかった。最近のイギリ.ス 

社会政策についての代表的研究は, しばしばこれを無視しもしくは忘却しているのa 不当であ(2|；。

注(18) II. of a  296/1841, Reports of the Commission (under the Great Seal) for Inquiring into the condition of the 
unemployed of Hand Loom Weavers in the United Kingdom, pp. 21—2 (Jos6 Harris, Unemployment and Politics.
A Study in English Social Policy. 1886—191も Oxford, 1972, p. 3.)

(19) Josd Harria, ibid., p； 4.
( 2 0 ) これは* Jos6 Harrねの場合だけでなく，Bentloy G ilbertの場合にも妥当する。Bentley Gilbert. The Evolution 

of National Insuranco in Great Britain, the Origin of the Welfare State, .London, 1965.をみょ
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それは, マルクスからはるかにおくれて. , 1 88 0年代，ア ル フ レ ツド，マ ー シ ャ ル （Alfred Marshall) 

お よ び ホプッン'Q .  A . H o b so n )による失業問題の認識がはじまった。従って1 9 世紀末，社会政策 

としての失業政策の掌要性が-^般に認識されはじめた時代の失業理論は，大別して， 1) マルクス 

主義， 2 ) 新古典派経済学, そして3) フょビプン社会主義の3 つにわけることがセきるであろ 

う。 S D F の運動の理論的把握はいうまでもなく，マルクス主義でもり，後にトム• ャン等の8時 

間労働制の運動や，ドック• ストライキにみられた「最低限の仕華の̂保障J や 「贊金の最低限の保 

障J の要求は，明らかにその影響下にるものであり,またペルマ オ 一 ド • バックスの理論なども，. 
マル，クス主義め労働運動への普及に役立ったものでもる。A lfr e d  M a r s h a l lの理論は, 1 8 8 0 年代， 

次第に危機的症状を深めつつあったイギリス帝国主義と，その代弁者としてのま由党の失業対策に 

理論を提供したものとみることができ，後に19Q9年j 「救貧法にかんする王i t 調查委負会j の 「多 

数者報告書」において支持されたものである。 M a r s h a l lの理論は，やがてピグゥ（Pigou) ICよっ 

てうけゥがれ，結局，ケインズ（John. Maynard KeVnse).理論に吸収され，，その間，.ぺゥブリッ.ジ 

(Sir William Beveridge)のなかに， 自由党は卓越した実践者を見出すのである。また，ホ フ シンに 

はじまる失業理論の提起は，シドニー • ゥュップ夫妻によってうけつがれ， 「救貧法にかんする玉 

立悉員会J の少数者報告書において表明されるのであるが，その特徴は，.自由主義的失業理論とり 

対抗幽係をはらみながらも，多分にこれに親和的であり， 1 9 1 1 .年の r国民保險制度」成立を支え 

る重要な支柱となったごとであった。その意味で，この雨者は,マルクス主義の上に立つ失業建論 

と相矛盾する開係に立つ。1 8 8 6年のロンドンの失業者の大衆的示威運動ととれにつづく1 8 8 9年の 

ンドソ大ドック• ストライキは， r資本と労働」との昂まる激突の様相でもるとともに，そり背 

後にそれらり反映としてのさまざまの理論の相魁をも秘めていたのである。 •
(経済学部教授）
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